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Ⅰ空き家の現状

空き家の状況と空き家対策



空き家数及び空き家率の推移

⚫ 「居住世帯のない住宅」のうち、空き家は900万戸と、平成30年と比べ、51万戸（6％）の増加となっている。
⚫ 総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は13.8％と、平成30年から0.2%上昇し、過去最高となっている。

令和5年住宅・土地統計調査（確報集計）

約７軒に１軒が空家



空き家数及び空き家率の推移
空き家の内訳は、「賃貸用の空き家」49.3％、「売却用の空き家」3.6％、「二次的住宅（別荘等）」4.3％、「賃貸・売却用
及び二次的住宅を除く空き家『その他の空き家（いわゆる居住目的のない空き家）』」が42.8％となっています。

令和5年住宅・土地統計調査（確報集計）



空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

■空家等の所有者等の責務（第３条）
メンテナンスや点検
空家等の所有者又は管理者（以下「所
有者等」という。）は、周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよう、空家等
（敷地や立木などを含みます。）の適
切な管理に努めるものとする。



空家等対策の推進に関する特別措置法

「特定空家等」の基準
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（倒壊、屋根や外壁の脱落、飛散等の恐れ。擁壁の老朽化）
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

（建築物又は設備等の破損やごみの放置、不法投棄）
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

（既存の景観に関するルールに適合しない）
④ 周辺の環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

（雑草・立木等の繁茂、ごみや物品の放置、動物の住みつきなど）

→そのまま放置すれば、倒壊のおそれや景観を著しく損なう状態であると自治
体が認定した「空き家」

個人の住宅の維持管理に行政が口出しできる！



イメージ写真



イメージ写真



放置空き家の対策事例



特定空家等の指定から行政代執行への流れ



行政代執行の事例（大阪市第1号）



空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

出典・国土交通省住宅局住宅総合整備課

令和５年６月14日公布



空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

出典・国土交通省住宅局 住宅総合整備課



Ⅱなぜ不動産コンサルティングか？

不動産業による
空き家対策推進プログラム



国土交通省社会資本整備審議会不動産部会（2月14日開催）配布資料より



宅地建物取引業法の解釈･運用の考え方」（通達）の改正 （令和6年7月1日施行）



国土交通省社会資本整備審議会不動産部会（2月14日開催）配布資料より



媒介業務に先立って、又は媒介業務とは別に、空き家・空き室等の所
有者等に対して行われる助言、総合調整等の業務
⚫ 空き家・空き室等の利活用等に係る課題の整理
⚫ 空き家・空き室等の相続等の権利関係への助言
⚫ 空き家・空き室等の利活用の方針の提案
⚫ 所有者等から受託して行う空き家・空き室等の管理業務 など
プラス 各種支援業務 危険防止・家財処分・建物除却・植栽伐採・ペットの

                         保護・生活支援・後見・税務申告と納税

宅地建物取引業者に強く期待されるコンサル業務



国土交通省不動産・建設経済局不動産業課提供資料



国土交通省不動産・建設経済局不動産業課提供資料



国土交通省 不動産建設経済局不動産業課提供資料



国土交通省社会資本整備審議会不動産部会（2月14日開催）配布資料より

総合的な相談窓口の整備・全日ラビー空き家相談ネットワーク





Ⅲ 空き家問題対策支援事業

空き家の事業は儲からない？



「全日ラビ―空き家相談ネットワーク」の目的と役割

全国各地で実施する相談会等を通じて、流通に適した空き家等を掘り起こし、

それらの物件情報を広く公開することで会員とのマッチングを促進していき

ます



空き家応援会員に期待される役割

不動産業者による空き家対策事業において、

不動産業者は物件調査や相続支援、利活用提案、売買・賃貸の仲介など空き家や空き

室の発生から利活用まで一括して所有者をサポートするノウハウに優れることから、空

き家問題に対する解決へと繋がることが期待されています

「空き家応援会員」登録までのスキーム概要



全日ラビー空き家相談ネットワーク スキーム概要

①相談
/会員紹介希望
/物件情報共有

②物件情報を公開

③取扱い希望意向

④会員選定

⑤マッチングした空き家応援会員による流通・利活用に向

けた相談 / 提案実行 / 成約時報酬受領

⑥業務報告
/成約等報告

⑦アンケート依頼

⑧アンケート提出

相談者 空き家応援会員

全日



電話による空き家相談対応の流れ

業者・専門家紹
介

調 査相談者

相談員

【主な確認事項】
●緊急性の有無
●権利関係
●建物の状況
●家財の状況
●植栽の状況
●相談者の希望
●行政の指導等
●その他

■相談対応（受付～相談）
のイメージ

【運営】（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

相談内容の整
理

調査/

企画・提案

事業化

助言

区や監察課
と連携

事業者等
と連携

専門業務

有償

無償

総合相談窓口／ワンストップ相談窓口



総合相談窓口・ワンストップ相談のイメージ

活用（賃貸・自己使用）
処分（売却、除却）

相談（予防・対策）

専門調査
法務、建築、税制、不動産、制度

解決業務
法務・建築・リフォーム・不動産流通・融資（立替）

管理（保全）
権利整理

（意思統一）
資金調達

課題整理・情報提供・意識啓発

調査・分析・企画提案

窓口対応 出口戦略環境整備

集約、分割、開発選択肢の提供

総合的な問題解決支援体制

相談内容に応じたチーム編成

複合



令和５年度実績 空き家問題対策支援事業の報酬 （一社）大阪府不動産コンサルティング協会の実績より



案件の価額と報酬額（令和５年度実績） ※参考
（一社）大阪府不動産コンサルティング協会の実績より

件数,割合



令和６年度実績 空き家問題対策支援事業の報酬 大阪府不動産コンサルティング協会取扱案件の実績より



コンサルティングマスターのコンサル業務

土地有効活用分野
建物有効活用分野
相続対策分野
権利調整分野
不動産投資・運用分野
不動産経営・管理分野
デューデリ・評価支援分野

空き家対策分野

・不動産コンサルティングの専門家
・不動産業や賃貸管理業、建設業等

との兼業
など

資産家を対象にした
ビジネス

その他の空き家（いわゆる

居住目的のない空き家）が対象

400万戸



空き家コンサル報酬の源泉

無いところからはもらえない

支払可能報酬という考え方 成功報酬

● 定額報酬/定率報酬

● 基本報酬＋成功報酬

● 成功報酬



空き家コンサル報酬の源泉

【資金（お金・手間暇）】

親族、隣地所有者、地主、投資家、行政（補助金等）、

空き家の価値（顕在・潜在）、その他

【手法】

行政（助言、指導）、空き家相談窓口 （コンサルティング）

空き家解消の手立て

自らの力（資金・手法）で解消

協力者の支援・援助（資金・手
法）で解消



Ⅳ 空き家問題解決のための
基礎知識



空き家解消に働く力と意識啓発

推進力
（アメとムチ）

抵抗力

伝える、理解させる、認識させる 解消する、支援する、工夫する

行動へ



空き家解消に働く力【推進力】

推進力

⚫ 空家等対策の推進に関する特別措置法による助言、指導、命令等

⚫ 固定資産税の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

⚫ 空き家対策に係る各種補助金、助成金

⚫ 空き家を保有することのリスク（所有者責任、建物価値の低下など）

⚫ 空き家の維持管理費等の固定費の負担（保有コスト）

⚫ 近隣からのクレームや近隣への実害

⚫ 空き家を活用することによるメリット（価値増加、地域住環境の向上）

⚫ 空き家所有者等に対する適切な助言（空き家相談窓口等の存在）

など



空き家解消に働く力【抵抗力】

抵抗力

⚫ 空き家に放置された家財、必要品・必要書類等（残置物の片付け）
⚫ 相続における遺産分割協議の不調、または未了
⚫ 空き家の共有を原因とした権利調整の不調
⚫ 空き家所有者や相続人等の意思能力の欠如
⚫ 空き家所有者の怠慢（後ろ向きの意識）
⚫ 活用するための手間や資金力
⚫ 空き家所有者や相続人等の親族（家族や親せき等）の反対・抵抗
⚫ 空き家を活用することによるデメリット（コストやリスク）
⚫ 空き家の所有者不明、所有者不存在
⚫ 空き家所有者等の情報不足や誤った情報（適切な相談相手がいない）
など



空き家解消に働く力・空家等対策の推進に関する特別措置法

① 保安上危険の防止のための管理
・倒壊の防止 ・擁壁の崩壊の防止 ・落下の防止 ・飛散の防止

② 衛生上有害の防止のための管理
・石綿の飛散の防止 ・健康被害の誘発の防止

③ 景観悪化の防止のための管理
屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損若しくは汚損又はごみ等の

散乱若しくは山積

④ 周辺の生活環境の保全への悪影響の防止のための管理
・悪臭の防止 ・不法侵入の防止 ・落雪による通行障害等の防止
・立木等による破損・通行障害等の防止 ・動物等による騒音・侵入等の防止

◎ その他日常的な管理

空き家等の適切な管理のために所有者等が留意すべき事項



空き家解消に働く力・空家等対策の推進に関する特別措置法

政府広報オンラインの画像を一部修正
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空き家解消に働く力・空家等対策の推進に関する特別措置法

【特定空家等】
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等

空家の発生

管理不全

特定空家

＜状態＞

【良】

【悪】

活用

悪化の
防止

除却

【管理不全空家等】
● 放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等



空き家解消に働く力・空家等対策の推進に関する特別措置法

解決策

資金
（手間暇）

意識

●ムチの効果が期待できない場合がある！

●モラルハザードとの関係



空き家解消に働く力・固定資産税等の住宅用地特例

ｄ住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

（200㎡以下の部分）
６分の１ ３分の１

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

３分の１ ３分の２

200㎡以下の住宅用地が宅地扱いになった場合の固定資産税等の額の試算
＜評価額を6,000千円として計算＞
◇住宅用地
固定資産税の計算
評価額6,000千円×（6分の1）＝1,000千円・・・固定資産税課税標準額
固定資産税評価額1,000千円×（1000分の14）＝14千円・・・固定資産税額

都市計画税の計算 合計20千円
評価額6,000千円×（3分の1）＝2,000千円・・・都市計画税課税標準額
都市計画税課税標準額2,000千円×（1000分の3）＝6千円・・・都市計画税額

◇住宅用地特例なし 3.57倍
固定資産税の計算
評価額6,000千円×0.7（※）×（1000分の14）＝58.8千円
都市計画税の計算 合計71.4千円
評価額6,000千円×0.7（※）×（1000分の3）＝12.6千円

200㎡以下

（※）土地に係る負担調整措置



空き家解消に働く力・固定資産税等の住宅用地特例

●ムチの効果が期待できない場合がある！

勧告
住宅用地特例が
適用されなくなる

空き家を
除却

抵抗力

◎ 固定資産税が６倍になる訳ではない →約３.６倍

◎ 除却の次に何をするかが大切



空き家解消に働く力・空き家保有リスク／所有者責任

民法第七百十七条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた
ときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を
負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所
有者がその損害を賠償しなければならない
２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する
３ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があ
るときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することがで
きる

工作物責任



空き家解消に働く力・近隣からのクレームや近隣への実害

⚫ 竹木の所有者に枝を切除するよう催告した
にもかかわらず、竹木の所有者が相当の
期間内に切除しないとき。

⚫ 竹木の所有者を知ることができず、又はそ
の所在を知ることができないとき。

⚫ 急迫の事情があるとき。

■隣地の竹木の枝の越境問題

民法の改正により、枝の切除のための特則手
続等が追加され、２０２３年（令和５年）４月１日
から次の場合に自ら切り取ることができるよう
になった。（民法第２３３条第３項）

注）隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる（民法第２３３条第４項）

自らの財産を
自らが守る！



空き家解消に働く力・相続における遺産分割協議の未了
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空き家解消に働く力・空き家所有者への意識啓発



空き家解消に働く力・空き家の手放し方

※民法第915条
「相続人は、自己のために相続の開始

があったことを知ったときから３ヶ月以内」
に相続放棄か限定承認か単純承認を選
ばないといけないと規定している。

熟慮期間延長の申立ても可能

※相続放棄をすると、
プラスの資産も相続できなくなる



空き家解消に働く力・空き家の手放し方

【国庫帰属ができない土地】
⚫ 建物の存する土地
⚫ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されて

いる土地
⚫ 通路その他の他人による使用が予定される土地で、①～

④が含まれる土地
①現に通路の用に供されている土地
②墓地内の土地
③境内地
④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
⚫ 土壌汚染対策法第２条第１項に規定する特定有害物質に

より汚染されている土地
⚫ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又

は範囲について争いがある土地

相続又は遺贈によって土地の所
有権を取得した相続人が、一定
の要件を満たした場合に、土地
を手放して国庫に帰属できること
になりました。
（令和5年4月27日から）

▲法務省 相続土地国庫帰属制度のご案内



空き家解消に働く力・相続土地国庫帰属制度

土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ご
とにその管理に要する１０年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付
しなければならない



空き家解消に働く力・相続土地国庫帰属制度
【宅地の場合】面積にかかわらず、２０万円。 ただし、宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域
が指定されている地域内の土地は、以下の面積区分に応じた算定となる

1,000円未満の端数金額については切り捨て



空き家解消に働く力・空き家の手放し方



Ⅴ 空き家管理と利活用

※事例１



空き家対策のフロー

売
る
・使
う
（住
む
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す
）・壊
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管理指針 （所有者による空家等の適切な管理について指針となるべき事項）



空き家管理指針から



不動産業者による空き家管理受託のガイドライン 概要①



不動産業者による空き家管理受託のガイドライン 概要②



空き家管理

マニュアル



空き家管理の目的とポイント

「空き家管理」の目的はなに？
① 建物の 劣化 を遅らせること
② 近隣 に迷惑をかけないこと
③ 起こり得るリスクを未然に防止すること
④ 判断するまでの時間をつくること

「空き家管理」で重要なポイントは？
① 変化 を見つけること
② 継続的 に行うこと



活用の用途と手法



活用の用途 例① 住宅 ⇒ 特区民泊、簡易宿所

大阪市西成区 梲家（特区民泊、簡易宿所） 大正2年建築
うだつ

大丸ハウス株式会社提供

令和6年3月15日登録有形文化財（建造物）登録



活用の用途 例② 住宅 ⇒ 事務所

株式会社つばさ資産パートナーズ提供

●城東区 明治築 木造平屋長屋 ４DK 実家相続後８年間空き家（物置利用） １LDK＋土間＋坪庭、 IT会社の事務所（心斎橋からの移転）



活用の手法 例① 定期借家

定期建物賃貸借契約…契約で定めた期間
が満了することにより、更新されることな
く、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借

※内容要件と形式要件がある。
内容要件）期間を確定的に定めること
形式要件）公正証書による等書面による契
約

※貸主は借主に対して、契約の更新はなく
、期間の満了とともに契約が終了するこ
とを、契約書とは別にあらかじめ書面を
交付して説明しなければならない。

※契約期間が１年以上の場合は、貸主は期
間満了の１年前から６か月前までの間（
「通知期間」といわれている。）に、借
り主に契約が終了することを通知する必
要がある。

※更新はなく、再契約により引き続きその
建物を使用できることが可能になる。

おおさかQネット「空き家利活用」「住み替え意向」に関するアンケート調査結果概要（平成26年6月 大阪府 住宅まちづくり部）より

～ 一度貸し出すと、返してもらうのが大変 ～



活用の手法 例② サブリース（転貸）

サブリース契約サブリース契約の原契約

（マスターリース契約）所有者
投資家
転貸人

入居者

（１）サブリース

（２）一括賃料前払方式によるサブリース方式



活用の手法 例③ 投資（除却・再建築-簡易宿所）



活用の手法 例④ 投資（除却・集約）

（1）無道路地

（2）狭あい道路

（3）小規模な宅地

（4）長屋

（5）不整形地



事例１）集約して利用



Ⅵ 空き家対策と流通

不動産流通が空き家対策に効果的な理由



空き家解消の方向性
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空き家解消の方向性

管理

活用 除却

何をするか？

空き家対策

空き家所有者

できない人

持てない人

（手放す人）

空き家利用者

できる人

持てる人

（引き取る人）

流通誰がするか？

コンサルティング

流通を阻害する
要因の排除



Ⅶ 空き家解決における
コンサルティングの有用性

※事例２

空き家解決でいかにコンサルティングをしていったか



事例２）相談窓口から担当者へのメッセージ

■■市●●町の案件です。(地図、ストリートビュー、登記情報)

相談者）
大分県○○市在住・■■■■さま
TEL 090-XXXX-XXXX （ご自宅 XXXX-XX-XXXX）

・亡弟（□□□□）の家。弟に妻子なし。
・処分したい。
・相続登記必要。（相続人は、相談者、弟、妹の３人

→ 代表者が相続して換価分割か？）
・家財搬出済み。
・裏側外壁崩れあり。
・鍵は妹（大阪市◎◎区？在住）が持っている。

一両日中に担当者から電話すると言ってあります。

●担当者にフロー図やコンサル契約書（案）などを提供



事例２）事業概要のフロー図

相続人調査 不動産調査

同意取り付け

相続登記

売却

相談者、弟、妹の３名が相続
人であることを確定します。

（同意取り付けの例）
相談者が一人で相続し、売買
代金から諸費用を控除して３
名に分配する（換価分割）。

＜相続不動産の換価分割等に関するコンサルティング＞
●不動産調査
●相続人調査に関する助言
●活用方法に関する助言と支援
●売却時の代金の配分と売却関係資料整理と送付
●その他関連業務

売買の媒介契約

代金の配分
売却関係資料の整理と送付

売却準備

活用方法
の検討

売却

市場調査等（売却or賃貸活用）

解体工事補助金の利
用の可否を検討

【参考】不動産コンサルティング業務委託契約書（案）は、
公益財団法人不動産流通推進センター制度検討委員会
報告書 （令和7年8月1日現在）に掲載されています。

（→）



Ⅷ 空き家の処分や利活用を
提案するために

※事例３～7



空き家コンサルティングの導入ポイント

ストーリー

タイミング

ツール

S

T

T

仮説

転換点

企画書
/契約書



相談内容の整理 → 簡易調査（応急処置） → 仮説

相談内容
の整理

【主な確認事項】
●所在地
●緊急性の有無
●権利関係
●建物の状況
●家財の状況
●植栽の状況
●相談者の希望
●行政の指導等
●その他

簡易調査
・応急処置

【主な調査内容】
●不動産調査

（現状調査）
●周辺状況調査
●所有者調査

（登記の有無）
／相続人調査[紹介]

●指導状況確認
●応急処置[紹介]

●植栽伐採[紹介]

●家財処分[紹介]

●空家管理[紹介]

●その他

仮
説

依頼者との
コミュニケーション



空き家の相続コンサルティング



【参考】相続人が多い空き家の換価分割

◎現物分割 → 相続人の間で物理的に分ける

◎代償分割 → 一部の相続人のみが遺産を取得し、その
 代わりに他の相続人に対して代償金を支払う

◎共有分割 → 遺産を複数の相続人の共有名義とする

◎換価分割 → 遺産を売却した上で、代金を相続人間で
分ける

→ 代表者一人の名義にして売却するのが
 望ましい

→ 相続放棄や相続分譲渡を選択肢に組み込む

★★★ 遺産分割の４手法 ★★★



【参考】相続放棄と相続分譲渡の比較表



【参考】相続に関する手続の流れ①
○ 7日以内（死亡の事実を知った日から）
⚫ 死亡届の提出

死亡診断書を添え市区町村長へ提出
○ できれば早め（3ケ月以内）にしておきたい
⚫ 遺言書の有無の確認
⚫ 家庭裁判所の検認

相続開始があれば、遺言保管者・遺言発見者は、家庭裁判所へ検認の請求をする必要があり、その手続きを経て
開封されます。（公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を除く）

○ 3ケ月以内（自己のために相続の開始があったことを知ったときから）
⚫ 相続放棄又は限定承認

家庭裁判所へ申述
（この期間に相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、単純相続をしたものとみなされます。）

○ 4ケ月以内（相続の開始があったことを知った日の翌日から）
⚫ 被相続人に係る所得税の準確定申告・納付期限

被相続人の住所地の税務署に申告
⚫ 被相続人に係る消費税の申告・納付期限

被相続人の住所地の税務署に申告
○ 10ケ月以内（被相続人が死亡したことを知った日の翌日）
⚫ 相続税申告書の作成、納税資金の検討
⚫ 相続税の申告・納付

（延納・物納の申請）
被相続人の住所地の税務署に申告



【参考】相続に関する手続の流れ②
○ できれば早め（10ケ月以内）にしておきたい
⚫ 未成年者等についての特別代理人の選任
⚫ 遺産分割協議書の作成

○ １年以内（相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から）
⚫ 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから１年で時効消滅しま
す。また相続開始のときから10年間が経過した場合、除斥期間により消滅します。

○ ３年以内（相続により所有権の取得を知った日から）
⚫ 相続登記の申請（又は、相続人申告登記）

○ 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
⚫ 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

○ 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
⚫ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

○ その他
⚫ 健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等の資格喪失届等、介護保険の資格喪失届、年金の受給権者死

亡届（市町村によっては、ワンストップで対応している。）
⚫ 生命保険の保険金請求など
⚫ 動産・預貯金・有価証券等の名義変更
⚫ 行政機関の資格証明書（運転免許証、健康保険証）等の返納[マイナンバーカードや印鑑証明書は返納不要]
⚫ 各種契約（電話、SNS、電気、ガス、水道）の解約・精算、クレジットカードの解約

○ 相続税調査（申告内容についての調査は、必ず行われるのではありません。）



【参考】相続に関する手続の流れ③

＜単純相続とみなされない為に＞
⚫ 相続財産の使い込み
⚫ 相続財産の譲渡
⚫ 預貯金の払い戻し、解約
⚫ 遺品の持ち帰り（経済的価値がある場合）
⚫ 遺産分割協議への参加
⚫ 不動産、車、携帯電話などの名義変更
⚫ 相続財産への担保権の設定
⚫ 相続財産の改修（改築、リフォームなど）
⚫ 株式の議決権行使
⚫ 被相続人宛ての請求の支払い … などの行為をしない

＜管理者責任を負わないために＞
⚫ 相続財産に属する財産の占有（民法第940条）

※相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの
間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。



事例３



事例３）電話相談対応 いとこが亡くなった。

⚫ 相談者の奥さんの母方のいとこが家で孤独死した

⚫ 義母は健在。いとこは独身（配偶者も子もいない）

⚫ その家は、借地の長屋。負動産っぽい

どうしたら良いか？

Ｑ：適切な助言は？

ⅰ）相続放棄を軸に調査・検討。３カ月以内に判断要

ⅱ）知らんぷり

ⅲ）その他



事例３）電話相談対応 いとこが亡くなった。



【参考】法定相続分

注）外国人が所有する不動産を相続するときは、本国の法律に従う場合と日本国法に
従う場合があります。



事例３）電話相談対応 いとこが亡くなった。

★「登記名義人が誰か」を確認する。

① いとこが登記名義人であれば、法定相続人に該当する者は、存在しません。
⇒知らんぷり（関係なし）

② 伯父が登記名義人であれば、伯父が亡くなった時の相続人は、伯母やい
とこになり、義母はこの家の相続と関係ありません。
⇒知らんぷり（関係なし）

③ 祖父や祖母が登記名義人であれば、その登記名義人が亡くなった時に義
母と伯父(またはいとこ)が相続人になります。
⇒相続放棄できない可能性が高い。[登記名義人が亡くなって3ヶ月を経過している場合]

⇒義母がこの家を売却しようとすれば、いとこの相続分に対して、相続
財産清算人の申立てが必要になります。 

[いとこの両親が先に亡くなっているので、義母といとこが相続人となり、そのいとこが死亡したので、
いとこの相続分の相続人がいなくなります。]



事例３）電話相談対応 いとこが亡くなった。

【参考】

空き家対策に
関する

財産管理制度

相続財産清算人

    （↑）相続財産管理人

不在者財産管理人

所有者不明土地（建物）管理人

管理不全土地・建物管理人



事例４



事例４）相談対応
対象不動産：大阪市●●●区〇〇 地番〇〇 （住宅地図）
相談者：■■■■様 XX-XXXX-XXXX 大阪市▽▽区〇〇
相談内容：何をして良いか分からない。負担になっている。(近隣の目、役所の指導)

→相談内容を整理すれば解決につながることを説明し、安心するよう促す。

●状況の確認

・祖父が住んでいた（33年前に死亡）。その後長男が住んでいたが亡くなる。

・祖父には6人の子がいた。（内、4人は亡くなった。）

・相談者は長女の長女。相談者の母親は亡くなっている。

・区役所から手紙が届いた。（2回目で勧告の一歩手前）

・裏庭の植栽が近隣に迷惑をかけているらしい。

・鍵がない。壁板が落ちかけている。

・固定資産税は支払っていないと思う。

・家財はそのままになっていると思う。

相続人調査

航空写真+現地確認
応急処置

家財処分

区役所にヒアリング



事例４）相談人調査
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被相続人●● 相続関係説明図

相続人
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事例４）家財処分
イメージ写真



事例４）応急処置・植栽伐採 イメージ写真



事例４）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

ワンストップ相談



事例４）換価分割コンサルティングの流れ

■植栽の伐採

■家財処分

■外壁補強

相続関係人
調査

同意取付支援

2020年12月相談受付・2023年11月完了 ●法定相続人の一人が施設に入所
していることが判明

●コロナで同意取付に時間がかかる

換
価
分
割

コ
ン
サ
ル

コンサルティング業務委託契約
基本報酬：10万円 ＋ 成功報酬

紹介

行政の問題は
この時点で解決

媒
介
契
約

イメージ写真



事例５



事例５）事業計画概要書



事例５）事業計画概要書

区役所の協力



事例５）不動産コンサルティング業務委託契約書

委託者○○○○（以下「甲」という。）と受託者●●●●（以下「乙」という。）とは、甲が所有する末尾表示の不動産（以下
「本物件」という。）に関するコンサルティング業務について、次のとおり契約を締結した。
（契約の目的）

第１条 甲は、本物件の円滑な相続と効果的な処分（売却等）を目的とし、この目的を達成するために必要な環境整備に
関するコンサルティング業務とこれに付随する業務（以下、「本業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託した。
（業 務）
第２条 乙は、本契約の目的を遂行するため、次の業務を行う。
(１) 本物件の遺産分割に関する助言
(２) 本物件の不動産調査、管理・処分等の企画提案、助言業務
(３) 上記業務に附帯する業務
（報告方法）

第３条 乙は、甲に対し、本業務を行うに当たっては、書面をもって行い、かつ必要な付属書類等（以下、書面及び付属書
類等を総称して「報告書」という。）を交付し、説明するものとする。ただし、緊急を要するもの、書面による報告になじまな
いもの、その他甲が指定したものについては、その限りではない。
（契約期間）

第４条 本契約の期間は、本契約締結の日から１８月後の当日、もしくは本契約の目的が完了した日の何れか先に到来し
た日までとする。

（報告内容の基準日）

第５条 甲と乙は、報告書の内容が、乙において前条の定めに従い甲に対し当該書類を交付した日現在の諸条件を基準
とするものであること、及び乙はその後の関連法規（税制や行政指導を含む。）の改正並びに市場動向その他経済事情
等の著しい変動により発生する影響についてはその時期に応じた報告をすることを、相互に確認する。



事例５）相続登記未了の問題解決のサポート
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法定相続人合計13名（依頼者+12名）

行政に情報を提供して
法に基づく指導等の手
紙を出してもらう



【参考】相続放棄申述受理通知書



事例６



事例６）相談内容

⚫ 相談者は、大阪府泉南郡田尻町に在住
⚫ 大阪府河内長野市…に土地があります。
⚫ 隣からの火事で家が消失 ２年ほど前
⚫ 土地だけになり、固定資産税を払っている
⚫ 相続済みだが処分したい
⚫ 土地の前に道路があるが、道が狭くて車が通れない

家が建てられない
⚫ どうしたらいいのか、相談したい

令
和
４
（
２
０
２
２
）
年

５
月

相
談
受
付

無料調査

コンサル契約



事例６）現地調査

火災跡・・・今年、土地の固定資産税が上がった！

住宅用地特例適用対象外の宅地になった⇒評価額の約70％

⚫ 隣地に引き取ってもらう
⚫ 住宅用地（200㎡以上）に

Story



事例６）業務委託契約書

（契約の目的）
第１条 甲は、本物件の売却に必要な環境整備もしくは保有コスト低減に関するコンサルティング業務と
これに付随する業務（以下、「本業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託した。
（業 務）

第２条 乙は、本契約の目的を遂行するため、次の委任業務を行う。
(１) 本物件の売却に関する環境整備に関する助言業務
（２) 本物件の売却に関する助言業務

   （３） 本物件の保有コスト低減に関する助言業務
(４) 上記業務に附帯する業務

（報 酬）
第９条 甲は、乙に対し、本契約の報酬として次の基本報酬と成功報酬を支払うものとする。

(１) 基本報酬（契約締結時）：金５０，０００円（税別）
(２) 成功報酬（事業完了時）：
ⅰ）売却により業務が終了した場合

金２００，０００円と本物件の売買代金の３％のいずれか高い金額（税別）
ⅱ）保有コスト低減の達成により業務が終了した場合

金１５０，０００円（税別）
２ 甲が乙との間で本物件の売買にかかる媒介契約を締結し、その媒介業務により本物件の売買が成約
した場合、前項ⅰ）の報酬を金１００，０００円（税込）に改める。なお、この場合の媒介報酬は、媒
介契約にもとづくものとする。



事例６）市役所に相談 → 問題解決 へ

空き家担当課 固定資産税課 法務局

令和５年度分から固定資産税がゼロに！



事例７



事例７）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

空き家：郊外 ○○町XX番X 平屋
放棄したい → ３カ月以上経過

名義人：○○○○様（依頼者の義父[夫（亡）の父]）
どうしたら良いかわからない。建物を解体する費用もない。



事例７）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

イメージ写真



事例７）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

●空き家の状況の確認→ 表の植栽繁茂（重要）と建物の腐朽
●相続人調査

→ 登記名義人の長女（亡）の子（3人）は、当該相続を放棄したこと
から、相談者とその子（3人）が法定相続人になっている。

●近隣の状況
→ 植栽が路地に越境しているため、隣から苦情あり。

【近隣】西隣の所有者から「話を聞きたい。」と要望あり。
現状を説明して、引き取り意向を確認。
→ 後日「引き取りしない。」旨の連絡あり。

【管理】植栽の伐採業者を紹介。 → 伐採完了。
（建物の腐朽については、通行人に被害を及ぼす可能性が低いことから当
面放置。）

【相続】相談者が単独で相続し、将来に相続放棄の余地を残す。

以上で応急的な対応を終了し、必要に応じて第二段階の相談対応に移行する。



事例７）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

被相続人

亡妻

亡長女

前夫

長男

二男

三男

相続放棄

相続放棄

相続放棄

協議離婚

数次

亡長男

妻

数次数次

相続

分割

分割

相談者

⚫ 隣人の力を借りやすいような遺産分割を選択した

長女

二女

長男 分割



事例７）相談内容の整理 → 簡易調査 → 仮説

イメージ写真



Ⅸ 環境整備のための
紹介サービス

※事例８



各種紹介サービス



事例８）きっかけは植栽の伐採から



事例８）植栽伐採紹介サービスからコンサルティングへ

相続関係説明図



事例８）問題解決のための本格的調査

●相続人に関する調査
→ 戸籍謄本等の原本の取り寄せ（法定相続情報３人分×１０枚ずつ）（担当：司法書士）

●不動産に関する調査
①第一段階（[●●]家宅調査） （担当：コンサル）
・他に保有している可能性がある市町村につながる資料を探す。
・平成9年から10年頃の遺産分割協議書を探す。
・■■の建物現状調査（●●で鍵を探し、無い場合は業者にて開錠）

②第二段階（名寄せ調査）
・保有している可能性がある市町村で、固定資産税台帳を閲覧する。（担当：司法書士）

令和４年、令和５年の固定資産税（駐車場、自宅共）

③第三段階（相続関係調査・現地調査）
・各不動産の間口、奥行き、路線価等を調べる。 （担当：コンサル）

④第四段階（価格査定と活用方法の検討）
・各不動産の価格査定と有効活用、処分等について検討する。 （担当：コンサル）

●預貯金、金融商品に関する調査
①家宅調査をする。（現金の探索と金融機関の目ぼしをつける） （担当：コンサル）

②金融機関に問い合わせる。
法定相続情報と（△△様）委任状 （担当：税理士）

必要な調査等①



事例８）問題解決のための本格的調査

●準確定に向けた調査
①収支の確認（金融機関の入出金ベース） ＡＴＭ記帳可 申告書の控え （担当：税理士）

●賃貸契約の確認（管理業務を受託） （担当：コンサル）
①●●モータープール

②●●第三モータープール

③■■モータープール

④○○モータープール

●相続対策・有効活用 （担当：税理士とコンサルの連携）
①遺産分割協議書作成支援
②●● ３，０００万円控除を利用して売却
③相続税支払い原資の確保
④相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
⑤■■の建物の活用（もしくは除却）
⑥駐車場の処分、または活用
⑦✕✕市✕✕の処分、または活用・・・空家法の指導なし

●相続税の申告（着手金）タイミングが合えば９月初旬に紹介 （担当：税理士）

●相続登記（随時） （担当：司法書士）

必要な調査等②



事例８）事業概要説明図



事例８）コンサルティング業務

●各物件につき、企画概要書を作成

●不動産調査、活用・処分等の企画提案、事業支援、助言

●保有（収益性）の可能性、また売却の判断、また売却の場合
の順序などを提案

●相続、税金など先を考えた場合の判断材料の提供

保有・売却の判断（コンサルティング）

すべての計画（スケジュールを含む）を立て、共有する



事例８）コンサルティング業務

企画概要書について
（不動産調査、活用・処分等の企画提案、事業支援、助言）

【不動産調査】
●不動産調査（土地建物、道路、法律上の規制）
●市場調査（市場での立ち位置、どのような用途に適しているかの調査）

【活用】
●現状維持 or 用途変更をした場合の比較想定
●キャッシュフロー想定

【処分】
●不動産査定
●費用面の抽出、販売方法、売却先想定など



Ⅹ 調査のための覚書



【参考】不動産の調査に関する覚書（案） P-1

○○○○（以下、「甲」という。）と●●●●（以下、「乙」という。）は、乙が別表１の不動産等（以下
本物件という。）に関する業務を実施するにあたり、下記の条項により合意したので覚書を締結する。

（目 的）
（契約の目的）
第１条 甲は、本物件の管理・活用・処分等に関する事業計画の策定を目的とし、この目的を達成するため
に必要な環境整備に要する調査業務とこれに付随する業務（以下、「本業務」という。）を乙に委託し、乙
はこれを受託した。
（有効期間）
第２条 本覚書の有効期間は、次に掲げる日のうちいずれか先に到来した日までの期間とする。
（１）締結の日から６ヶ月後の当日
（２）本事業の目的が達成したとき
（３）甲乙のいずれか一方が事業の終了を相手方に通知したとき
（４）第８条に該当するとき
２．前項の期限は、甲乙が書面で新たな期日を設定することにより、延長することができる。
（業務の内容）
第３条 乙は、本契約の目的を遂行するため、次の業務を行う。
（１）基礎調査
（２）現状分析（現状把握及び問題点の整理など）
（３）上記業務に附帯する業務



【参考】不動産の調査に関する覚書（案） P-２

（協力義務）
第４条 甲は、乙が本契約の目的である業務を遂行するために行う各種の調査その他の行為について、乙が
円滑に実施できるように協力するものとする。
（専門家への依頼）
第５条 乙は、本契約上の義務を履行するために、税理士、弁護士その他の専門家の協力を得る必要がある
ときは、当該専門家を甲に紹介し、又は甲の承諾のもとに乙が直接に依頼できるものとする。
（秘密保持義務）
第６条 乙は、本契約における業務上知り得た甲の財産状態、経営状態、身分上の事項その他の一切の事項
について、本契約の有効期間はもちろん、契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。ただ
し、次に掲げる場合を除く。
(１) 甲の書面による事前の承諾を得た場合。
(２) 本契約の目的を遂行するため、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、公認 不動産コンサルティ
ングマスター等の専門資格者から乙が助言等を受ける必要がある場合（ただし、これらの者が他に秘密等を
漏洩した場合には、乙は免責されない。）。
（許諾事項）
第７条 甲は、乙が本業務を遂行するために必要と判断した場合、その業務内容に関する事項を第三者に開
示することに異議がないものとする。
（報 酬）
第８条 甲は、乙に対し、本契約の報酬として金５０，０００円（税別）を、本契約締結から７日以内に乙
が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。



【参考】不動産の調査に関する覚書（案） P-3

（実費等）
第９条 甲は、乙が本契約の目的を達成するために第８条の報酬に含まない費用を支出したときは、甲が事前
に承諾した範囲において、その実費を支払うものとする。
２ 前項の費用について、前払いを必要とするときは、甲と乙はその支払い時期について協議して定める。
（反社会的勢力の排除）
第10条 甲が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して
「反社会的勢力」という。）、またはその関係者であると判明した場合、乙らは、本業務を即時中止し、終了
する。
（免責事項）
第11条 本業務の調査、分析等は、乙らが業務を実施した日現在の諸条件を基準とするものであり、その後の
関連法規（税制や行政指導を含む。）の改正並びに市場動向その他経済事情等の変動により発生する影響につ
いて、乙らは一切の責任を負わない。
（解 除）
第12条 甲と乙は、本契約を合意のうえ解除することができる。
（協 議）
第13条 本契約の規定の解釈適用に疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、関係法令並び
に慣習に従い、甲及び乙は信義誠実を旨として協議し、決定する。
（特約条項）
第14条 以下の通りとする。
１．甲は、本契約の履行に必要な本物件に関する調査や官公庁・関係者への照会、各種証明書の申請、問い合
せ等を乙に委任する。



Ⅺ まとめ



空き家相談業務のポイント

⚫行政と依頼者の問題解決レベルの違いの認識

⚫公益事業と収益事業の切り分け

⚫相談者に寄り添いつつも冷静に／相談者への意
識啓発

⚫その場で回答できないことは、調べて回答

⚫空き家対策の利益は、経済的利益と精神的利益
の組み合わせ



空き家相談業務のポイント

⚫問題解決への道程をイメージして、随時修正

⚫無料相談からコンサルビジネスに移行する
タイミングの習得

⚫ビジネスツール（契約書や報酬額表など）の準備

⚫組織活動やリファーラル契約を通じた経験値
の向上

⚫非弁行為への意識



情報提供：（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

大阪府不動産コンサルティング協会の
空き家対策総合サイト

akiya.osaka.jp

【参考】



http://oreca.jp

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

mailto:info@oreca.jp

Homepage

【参考】
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